
公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構 

平成 23年度 第３回理事会議事録 

 

1. 開催日時 平成 23年９月 30日（金）10：30～12：30 

2. 開催場所 ニッショーホール 第 2会議室 

       東京都港区虎ノ門 2-9-16 

3. 出席 者  

（理  事）内山 充、代田 久米雄、松木 則夫、望月 正隆 

安原 眞人、山田 勝士、山本 信夫、吉田 武美 

（監  事）齊藤 勲、三輪 亮寿 

（来 賓）厚生労働省医薬食品局総務課 中井清人課長補佐    

（事務局）先崎 稔事務局長、清水 亨、武立 啓子、大塚 文 

 

4．議       案 

・第 1号議案 事務局長の委嘱に関する件 

・第 2号議案 G08 （社）石川県薬剤師会認証更新申請に関する件 

・第 3号議案 G09 新潟薬科大学認証更新に関する件 

 ・報告事項 

 ・その他 

 

５.事前配布資料 

  (1) 履歴書 

    (2) G08 (社)石川県薬剤師会認証の更新に関わる評価結果総括書 

  (3) G09 新潟薬科大学認証の更新に関わる評価結果総括書 

 

６.当日配布資料 

  (1) 第 8回認定薬剤師認証研修機関協議会 概録 

 

７. 議事概要 

先崎事務局長から開会を告げ、最初に本日の出席者について、理事総数 11

名中 3 名欠席、8 名の出席であり、定款 30 条に基づく過半数に達しているこ

とを報告した。 

 代表理事の挨拶に続き、事前配付、および当日配布資料の確認を行なった。 

理事会規則第５条第３項に基づき、内山代表理事が議長となり議事を進めた。 

 

《審議事項》 



（1）第 1 号議案 事務局長委嘱に関する件 

議長より、先崎事務局長からの本日 9 月 30 日付けでの交代の申し出があ

ったことに伴い、後任として清水 亨氏（履歴書：配布）を委嘱したいとの

提案があり、諮ったところ全員異議なく承認された。 

 

（2）第 2 号議案 G08 （社）石川県薬剤師会認証更新申請に関する件 

山田認証担当理事より、予め送付した本議案に係る各種資料（G08 評価結

果総括報告、更新申請書、別表１～３）に基づき説明がなされた。総合的に

みて、本制度は更新基準に適合しているとの評価を受けている旨の報告が

なされた。 

議長から本議案について諮ったところ、全員異議なく認証更新が承認され

た。 

なお、認証および更新の申請審議に関しては、従前どおり定款第 30 条２

項による書面理事会を随時開催することが確認された。 

 

(3）第 3 号議案 G09 新潟薬科大学認証更新に関する件 

山田認証担当理事より、予め送付した本議案に係る各種資料（G0９評価結

果総括報告、更新申請書、別表１～３）に基づき説明がなされた。本制度は、

総合的に見て更新基準に適合しているとの評価を受けている旨の報告がな

された。 

議長から本議案について諮ったところ、全員異議なく認証更新が承認され

た。 

 

なお、２号及び３号議案に付随して、下記のような討議がなされた。 

① 議長より、２号議案の総合評価に示しているように、認証更新の際の

実績報告としては、プロバイダー自身が主体的に実施した研修への発給単

位と、他学会等を指定して発給した単位とは、それぞれ分けた報告を受け

るべきであるとの、認定制度委員からの指摘をもとに、その旨を次年度か

ら実施するよう各プロバイダーに周知したいとの提案がなされ、諮ったと

ころ、全員意義なく承認された。 

② 研修シールに識別番号があるのは重要である。医師生涯教育研修では、

さらに開催日、取得カリキュラムコードなどが記載されているとの指摘に対

して、議長より、研修シールに識別番号を明示することは、認証時の確認事

項となっており、認証条件であるとの説明がなされた。 

③ 研修シール(受講証明)の現状について出席理事による意見の交換がな

された。研修シールは、受講を証明するものであるので、集会の人集めや、



受講者のシール集めが目的にならないよう、本来の意味を持つものにする

ために検討している例などが紹介された。 

 

《報告事項》 

(1)  吉田総務担当理事より下記の件が報告された。 

① 定款及び主要な規程を冊子に纏め、理事会メンバーに送付したこと。 

② 生涯研修認定制度、特定領域認定制度及び専門薬剤師認定制度の認証 

申請書記載ガイドラインを整備したこと。 

③ 認証を受けた制度の実施機関の自主的な集まりとして、認定薬剤師認証

研修機関協議会が発足したこと。また、この協議会が運営する「認定薬剤

師.com」の仮ポータルサイトも閲覧できるようになっていること。 

(2）次回以降の理事会 

   事務局長より、次回は、12月 16日（金）10：30～ に開催の予定である

旨報告された。また、議長より、同日に薬剤師認定制度委員連絡会が予定

されており、理事・監事の出席も歓迎すると案内された。 

 

8．閉会 

   以上の議事を終え、12時 30分に閉会した。 

 

 

 上記の決議を明確にするため、定款第 31条第 2項に基づき、出席した代表理

事および監事がこれに記名、捺印する。 

 

平成 23年 9月 30日 

 

 

代表理事   内 山  充     □印
  

 

 

監  事   齊 藤  勲     □印
 

 

      

       三 輪  亮 寿   □印
 

 

 


